
№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

1 05水防計画 全章 修正

危機管理防災部

※ただし、個別に修正があるのを除く

危機管理防災総室

2 05水防計画 全章 修正

危機管理防災部長

※ただし、個別に修正があるのを除く

危機管理防災総室長
危機管理防災総室　総室長

3 05水防計画 4 1 2 1 19 修正

１　洪水等の場合 １　洪水等の場合

4 05水防計画 4 1 2 2 20 修正

２ 津波の場合 ２ 津波の場合

令和５年度　熊本市水防災計画　新旧対照表（案）

別冊２

※がある図等は、巻末に拡大表示しております
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

5 05水防計画 4 2 1 21 修正

■洪水予報の種類と発表基準の図表 ■洪水予報の種類と発表基準の図表

6 05水防計画 5 32 修正

１ 水防本部又は災害警戒本部は、水防に関する気象注意報・警報の通
知を受けた時は、（略）
２ 水防本部又は災害警戒本部は、県水防本部・地方気象台その他関係
機関より情報を収集するとともに　（略）
３ 水防本部又は災害警戒本部は、気象注意報等の通知を受けた時、又
は観測実施の指示があった時は、直ちに、雨量・水位を観測するとと
もに市設置の気象情報端末装置等で降雨の強弱、雨域の広がり、移動
方向、速度等の状況を監視する。

１ 水防本部は、水防に関する気象注意報・警報の通知を受けた時は、
（略）
２ 水防本部は、県水防本部・地方気象台その他関係機関より情報を収
集するとともに　（略）
３ 水防本部は、気象注意報等の通知を受けた時、又は観測実施の指示
があった時は、直ちに、雨量・水位を観測するとともに市設置の気象
情報端末装置等で降雨の強弱、雨域の広がり、移動方向、速度等の状
況を監視し、その結果を水防責任者に報告する。

種類 発表基準 市町村・住民に求める行動の段階 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫の発生（氾濫水の予報※） 

氾濫水への警戒を求める段階 
【警戒レベル５相当】 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 
氾濫危険水位（レベル４水位）に到達 

いつ氾濫してもおかしくない状態 
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階 
【警戒レベル４相当】 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

一定時間後に氾濫危険水位（レベル４水
位）に到達が見込まれる場合、あるいは
避難判断水位（レベル３水位）に到達し、
さらに水位の上昇が見込まれる場合 

避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階 
【警戒レベル３相当】 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

氾濫注意水位（レベル２水位）に到達し、
さらに水位の上昇が見込まれる場合 

氾濫の発生に対する注意を求める段階 
【警戒レベル２相当】 

 

※P16参照
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

7 05水防計画 5 1 1 5 34 修正

５　画像監視局（CCTV） ５　画像監視局（CCTV）

8 05水防計画 5 1 1 5 35 修正 （削除） 熊本市水防テレメータ配置図

9 05水防計画 5 2 1 2 39 修正
大雨による河川氾濫や浸水、高潮被害の恐れがある地域（市内29箇
所）にCCTVカメラを設置し、水位等を映像で監視する。

坪井・井芹・秋津・天明新川の4河川5箇所にCCTVカメラを設置し水位
等を映像で監視する。

10 05水防計画 5 4 4 41 修正
第４項 警報局設置箇所
熊本市民会館屋上

第４項 警報局設置箇所
崇城大学市民ホール（市民会館）屋上

11 05水防計画 6 1 42 修正

■水防通信系統図 ■水防本部通信系統図

12 05水防計画 6 2 1 43 修正 （7）　MCA無線 （7）　広域業務用無線（MCA）

13 05水防計画 6 2 2 43 修正
第２項　有線及び無線通信の使用

水防本部又は災害警戒本部が総括運用する優先及び無線の通信計画
は、（略）

第２項　有線及び無線通信の使用
　水防本部が総括運用する優先及び無線の通信計画は、（略）

観測局名 所在地 観測方法
坪　　　井 坪井５丁目・永康橋下流左岸 CCTV
春　　　日 春日１丁目・春日排水機場内 〃
山　　　王 花園５丁目・山王橋上流左岸 〃
沼　山　津 秋津町・上沼山津橋左岸 〃
八　　　幡 八幡町・市道川尻１号橋際右岸 〃

観測局名 所在地
坪井警報局 中央区坪井5丁目・永康橋下流左岸
山王警報局 西区上熊本3丁目・山王橋上流左岸
春日警報局 西区春日1丁目地内・春日排水機場内
八幡警報局 南区八幡町・市道川尻1号橋際右岸
沼山津警報局 東区秋津町・上沼山津橋左岸
西-10(防災行政無線) 西区河内町船津
西-16(防災行政無線）西区河内町河内
西-53(防災行政無線) 西区松尾町近津
西-66(防災行政無線) 西区小島下町
野田排水機場 南区野田2丁目
藻器堀川 中央区水前寺1丁目
東原地下道1 東区御領6丁目・御領8丁目
東原地下道2 東区御領6丁目・御領8丁目
東原地下道3 東区御領6丁目・御領8丁目
西原地下道1 東区西原1丁目・新南部3丁目
西原地下道2 東区西原1丁目・新南部3丁目
西原地下道3 東区西原1丁目・新南部3丁目
黒迫排水路1 東区長嶺南8丁目
黒迫排水路2 東区長嶺南8丁目
ゆめタウンはません1 南区田井島1丁目
ゆめタウンはません2 南区田井島1丁目
畠口川尻停車場線 南区会富町
R501無田口 南区無田口町
田迎木原線1 南区御幸木部1丁目
田迎木原線2 南区御幸木部1丁目
新蓮台寺地下道1 西区蓮台寺5丁目
新蓮台寺地下道2 西区蓮台寺2丁目
蓮台寺地下道 西区蓮台寺4丁目
上熊本 西区上熊本2丁目
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

14 05水防計画 6 2 2 1 43 修正

１　加入電話の利用
　　水防本部又は災害警戒本部への電話による連絡及び報告は、
（略）

１　加入電話の利用
　　水防本部への電話による連絡及び報告は、（略）

15 05水防計画 6 2 2 5 45 削除 （削除）

５　災害応急復旧用無線（NTT西日本設置）
（１）通信系統　熊本市地域防災計画書参照
（２）通信統制 NTT西日本が設置した、災害応急復旧用無線各局の運
用統制は、NTTフィールドテクノが行う。

16 05水防計画 7 1 1 1 46 修正
(３)事務所開設
ア 国土交通省により開設し、開設時に熊本市水防本部又は熊本市災害
警戒本部へ連絡する。

(３)事務所開設
ア 国土交通省により開設し、開設時に熊本市水防本部へ連絡する。

17 05水防計画 7 3 1 53 修正

第１項 防災倉庫の所在地及び備蓄物資

5　西区蓮台寺4丁目14
蓮台寺公園
（施設管理者：西区土木センター）

9　西区池上町484
池上中央公園
（施設管理者：西区土木センター）

第１項 防災倉庫の所在地及び備蓄物資

5　西区蓮台寺4丁目14
蓮台寺公園
（施設管理者：中央区土木センター）

9　西区池上町484
池上中央公園
（施設管理者：中央区土木センター）

18 05水防計画 7 4 55 修正
オ 市庁舎と各区役所・各区土木センター・各まちづくりセンターを
つなぐ路線

オ 市庁舎と各区土木センター・区役所・（総合）出張所をつなぐ路
線
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

19 05水防計画 8 1 1 57 修正

第１項　熊本市水防本部の配備基準
 水防本部は、水災に関する情報連絡及び防除活動を迅速かつ的確に行
うため、熊本市災害警戒本部の設置前に設置する。
水防本部は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、危機管理
監が必要と認めるときに設置する。

第１項　熊本市水防本部の配備基準
水防本部は、水災に関する情報連絡及び防除活動を迅速かつ的確に行
うため、熊本市災害対策本部の設置前に設置する。
水防本部は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が必
要と認めるときに設置する。

20 05水防計画 8 1 1 57 修正

第１項　熊本市水防本部の配備基準
（略）
１（略）
２（略）
３（略）
４（略）
５（略）
６　前各号に揚げるもののほか、情報収集などの対応が必要なとき。

第１項　熊本市水防本部の配備基準
（略）
１（略）
２（略）
３（略）
４（略）
５（略）

21 05水防計画 8 1 1 57 修正

■熊本市水防本部の設置基準表

※風水害における警戒態勢時には熊本市災害警戒本部を設置する。そ
の設置基準は「共通編第２章第３節第３項１災害警戒本部の設置基
準」を参照。

■熊本市水防本部の設置基準

22 05水防計画 8 1 2 58 修正

第２項　設置者及び本部長
　危機管理監は、水防本部の設置者及び本部長とする。ただし危機管
理監に事故があるとき又は危機管理監が欠けたときは、次の順位で代
行する。

第２項　配備・指揮の権限
　水防本部の各配備態勢における配備・指揮及び責任者は次のとおり
とする。
■水防本部の設置・指揮及び責任者

23 05水防計画 8 1 3 59 修正

第３項　熊本市水防本部
水防本部の配備基準に達したときは、次の配備態勢をとるものとす
る。
別表１【熊本市水防本部態勢図】

第３項　水防本部の組織
水防本部の配備基準に達したときは、次の配備態勢をとるものとす
る。

5



№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

24 05水防計画 8 1 3 59 修正 （追加）

（追加）

25 05水防計画 8 1 3 59 修正

26 05水防計画 8 1 3 59 修正 （削除）
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

27 05水防計画 8 1 3 60 修正 （削除）

28 05水防計画 8 1 5 62 修正

　水防本部の主な事務分掌は次のとおりとする。 　水防本部の主な事務分掌は次のとおりとする。
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

29 05水防計画 8 1 5 62 修正

30 05水防計画 8 1 5 62 修正

31 05水防計画 8 1 5 62 修正

。
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

32 05水防計画 8 1 5 62 修正 （削除）

33 05水防計画 8 1 5 63 修正

34 05水防計画 8 1 5 63 修正

35 05水防計画 8 1 5 63 修正
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

36 05水防計画 8 1 6 2 66 修正

２ 熊本市消防団の組織 ２ 熊本市消防団の組織
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

37 05水防計画 8 1 6 3 67 修正

３ 熊本市消防団協力事業所 ３ 熊本市消防団協力事業所

※P17参照
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

38 05水防計画 8 1 6 3 68 修正

39 05水防計画 8 2 2 1 69 修正

１　洪水
　市は、県から非常配備体制が指令されたときは、河川等の監視及び
警戒をさらに厳重にし、重要水防箇所を中心として巡視するものとす
る。
　また、次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防作業を
開始するとともに、区総務企画課長及び河川等の管理者に連絡し、区
総務企画課長は水防本部長又は、災害警戒本部長に報告するものとす
る。

１　洪水
　市は、県から非常配備体制が指令されたときは、河川等の監視及び
警戒をさらに厳重にし、重要水防箇所を中心として巡視するものとす
る。
　また、次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防作業を
開始するとともに、区総務企画課長及び河川等の管理者に連絡し、区
総務企画長は水防本部長に報告するものとする。

40 05水防計画 8 2 2 2 69 修正

２　高潮
　市は、県から非常配備体制が指令されたときは、高潮襲来までの時
間的余裕を十分考慮して海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、特
に既往の被害箇所その他重要な箇所を中心として巡視するものとす
る。また、次の状態に注意し、異常を発見したときは自身の安全及び
避難を優先して水防作業を実施するとともに、区総務企画課長及び海
岸等の管理者に連絡し、総務企画課長は水防本部長又は、災害警戒本
部長に報告するものとする。

２　高潮
　市は、県から非常配備体制が指令されたときは、高潮襲来までの時
間的余裕を十分考慮して海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、特
に既往の被害箇所その他重要な箇所を中心として巡視するものとす
る。また、次の状態に注意し、異常を発見したときは自身の安全及び
避難を優先して水防作業を実施するとともに、区総務企画課長及び海
岸等の管理者に連絡し、総務企画課長は水防本部長に報告するものと
する。

※P18参照

※P17参照
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
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修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

41 05水防計画 8 3 70 修正

第３節　水防作業
（略）
　その際、水防要員（この計画における一連の活動に従事する市の
者）及び消防団員は自身の安全を確保できる場所までの避難完了に要
する時間、津波到達時刻等を考慮して、水防要員及び消防団員が自身
の安全確保ができないと判断したときには、自身の避難を優先する。

第３節　水防作業
（略）
　その際、水防本部員及び消防団員は自身の安全を確保できる場所ま
での避難完了に要する時間、津波到達時刻等を考慮して、水防本部員
及び消防団員が自身の安全確保ができないと判断したときには、自身
の避難を優先する。

42 05水防計画 8 7 1 72 修正

　第１項　水防本部及び災害警戒本部（風水害時）の廃止
水防本部長又は、災害警戒本部長は、水位が氾濫注意水位以下に減
じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮のおそれがなくなった
とき、かつ水防警報が解除されたとき等、自らの区域内の水防活動の
必要がなくなったとみとめたときは、水防本部又は、災害警戒本部を
廃止し、これを一般に周知するとともに関係機関に通知するものとす
る。

第１項　水防本部の廃止
　水防本部長は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなく
なったとき、津波又は高潮のおそれがなくなったとき、かつ水防警報
が解除されたとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと
みとめたときは、水防本部を廃止し、これを一般に周知するとともに
関係機関に通知するものとする。

43 05水防計画 8 7 2 72 修正

第２項　水防団及び消防団の非常配備の解除
　水防団及び消防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の
必要がなくなり、水防本部長又は、災害警戒本部長が配備解除の指令
をしたときとする。それまでは、水防団員及び消防団員は自らの判断
等により勝手に部署を離れてはならない。

第２項　水防団及び消防団の非常配備の解除
　水防団及び消防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の
必要がなくなり、水防本部長が配備解除の指令をしたときとする。そ
れまでは、水防団員及び消防団員は自らの判断等により勝手に部署を
離れてはならない。

44 05水防計画 9 2 74 修正

第２節　水防標識
１　水防に従事する熊本市水防要員が出動するとき、標識として次の
腕章をつける。

第２節　水防標識
１　水防に従事する熊本市水防本部員が出動するとき、標識として次
の腕章をつける。
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

45 05水防計画 9 2 74 修正

２　水防のため、優先通行できる車両の標識は、次のとおりである。 ２　水防のため、優先通行できる車両の標識は、次のとおりである。

46 05水防計画 9 3 75 修正

第３節　身分証票
熊本市水防要員の身分証票は、次のとおりとする。

第３節　身分証票
熊本市水防本部職員の身分証票は、次のとおりとする。
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№ 編 章 節 項 目 ページ
修正
区分

修正後 修正前

※がある図等は、巻末に拡大表示しております

47 05水防計画 10 6 78 修正

第６節　民間企業等との連携

市は、出水時の水防活動等に際し、　　　　　　　　　　　　民間企
業等と災害協定を締結している。

【熊本市地域防災計画　資料編】８－３　災害協定一覧に差替え

第６節　企業（地元建設業等）との連携

市は、出水時の水防活動　に際し、資器材の提供等に関して、次の企
業等と　　協定を締結している。

48 05水防計画 11 2 3 81 修正

（例）
公用負担命令書
（略）
　　　　年　　月　　日

（例）
公用負担命令書
（略）
平成　　年　　月　　日

49 05水防計画 11 2 4 81 修正

（例）
公用負担の証
（略）
　　　　年　　月　　日

（例）
公用負担の証
（略）
平成　　年　　月　　日
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所　在　地 交付年月日

代　表　者 有効期間

熊本市北区植木町豊田830番地 Ｈ２７．５．１８

代表取締役　山内　明 R５．５．１７

熊本市中央区南熊本4丁目4番10号 Ｈ２７．５．１９

代表取締役　岩永　一宏 R５．５．１８

熊本市中央区神水1丁目14番1号 Ｈ２７．５．２０

理事長　潮谷　義子 R５．５．１９

熊本市北区徳王町1丁目1番47号 Ｈ２７．５．２８

代表取締役　井上　芳信 R５．５．２７

熊本市北区植木町一木224番地3 Ｈ２７．５．２９

代表取締役　髙木　聡 R５．５．２８

熊本市中央区十禅寺1丁目4番12号 Ｈ２７．６．１５

代表取締役　松尾　修一 R５．６．１４

熊本市南区出仲間1丁目6番5号 Ｈ２７．６．１８

代表取締役　杉本　憲昭 R５．６．１７

熊本市南区城南町舞原228番地2 Ｈ２７．６．２６

代表取締役　村田　學 R５．６．２５

熊本市南区刈草1丁目5番15号 Ｈ２７．８．１２

代表取締役　吉本　光康 R５．８．１１

熊本市北区龍田弓削1丁目14番24号 Ｈ２７．１０．１４

代表取締役　志水　一博 R５．１０．１３

熊本市西区谷尾崎町1282番地 Ｈ２７．１２．１０

代表取締役　芦塚　竜治 R５．１２．９

熊本市南区近見6丁目3番20号 Ｈ２８．１．５

代表取締役　岡田　義治 R６．１．４

熊本市東区京塚本町59番14号 R２．７．１３

代表取締役　中村　敏一 R６．７．１２

熊本市西区河内町船津1052番地 Ｈ２８．２．１

代表取締役　潮﨑　正高 R６．１．３１

熊本市南区海路口町678番地2 Ｈ２８．４．４

代表取締役　庄村　徹 R６．４．３

熊本市中央区神水1丁目14番68号 Ｈ２８．７．１

代表取締役　田中　利和 R６．６．３０

熊本市西区河内町河内3000番地 Ｈ２８．７．２９

代表取締役　豊田　二郎 R６．７．２８

熊本市北区武蔵ヶ丘9丁目5番76号 Ｈ２８．１１．７

代表取締役　星山　一憲 R６．１１．６

熊本市北区大窪4丁目2番４号 Ｈ２８．１２．１３

代表取締役　前田　和幸 R６．１２．１２

熊本市西区城山半田2丁目24番10号 Ｈ２９．１．１２

代表取締役　本田　元紀 R７．１．１１

熊本市南区富合町平原80番地 R２．７．９

代表取締役　小原　功大 R６．７．８

熊本市中央区大江4丁目13番20号 H２９．６．１２

代表取締役　江越　征記 R５．６．１１

熊本市東区佐土原1丁目14番15号 R２．７．１３

代表取締役　佐土原　周二 R６．７．１２

熊本市南区川口町4469番地 R２．１．２３

代表取締役　木村　憲行 R６．１．２２
株式会社　創輝建設

有限会社　熊本植木センター23

24

番号

3

2

1

11

株式会社　小竹組

16

21 株式会社　大政工業建設

22

20 株式会社　センター建設

株式会社　星山商店

株式会社　豊建

株式会社　ＨＡＣＣＹＯＵ

12

令和5年（2023年）4月1日現在

熊本利水工業　株式会社

17

18

19

株式会社　潮崎興業

4

5

6

7

8

9

10

有限会社　庄村建設

飯塚電機工業　株式会社

株式会社　村田建設

事　業　所　名

13

14

15

株式会社　山内産業

株式会社　岩永組

公栄設備工業　株式会社

株式会社　髙木建設

株式会社　杉本建設

社会福祉法人　慈愛園

株式会社　吉本商事

株式会社　志水工務店

中村スポーツ土木工業　有限会社

明治建設　株式会社

有限会社　芦塚工業
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熊本市西区河内町野出948番地1 H３０．２．７

代表取締役　村上　和也 R６．２．６

熊本市北区高平3丁目43番11号 H３０．９．７

代表取締役　野口　和隆 R６．９．６

熊本市西区田崎１丁目4番28号 H３１．１．１１

代表取締役　岩崎　裕 R７．１．１０

熊本市南区近見1丁目16番6号 Ｒ１．６．１０

代表取締役　大久保　智司 R５．６．９

熊本市北区鶴羽田１丁目3 R１．７．１７

代表取締役　畠田　勝貴 R５．７．１６

熊本市西区谷尾崎町632-1 R１．１２．２４

代表取締役　辻　真理子 R５．１２．２３

熊本市中央区新町3丁目5番13号 R２．１．２０

代表取締役　辻　龍也 R６．１．１９

熊本市南区奥古閑4375番地1 R２．３．１８

理事長　米満　淑恵 R６．３．１７

熊本市南区富合町平原840番地1 R２．８．２４

代表取締役　佐藤　訓敏 R６．８．２３

熊本市北区梶尾町1587番地3 R３．１．１９

代表取締役　新道　康弘 R７．１．１８

熊本市南区富合町大町1086番地 R３．２．１９

代表取締役　大森　登 R７．２．１８

熊本市北区植木町田底2022番地2 R３．４．３０

代表取締役　有働　鉄郎 R７．４．２９

熊本市北区植木町岩野1375番地 R３．４．３０

代表取締役　辻﨑　隆一 R７．４．２９

熊本市南区出仲間4丁目16番12号 R３．５．１３

代表取締役　村上　洋一 R５．５．１２

熊本市北区飛田4丁目3番20号 R３．７．１６

代表取締役　田尻　正廣 R５．７．１５

熊本市東区戸島西7丁目8番45号 R３．８．３０

代表取締役　嶋本　稔 R５．８．２９

熊本市南区富合町杉島974番地 R３．１１．３０

代表取締役　杉本　信一 R５．１１．２９

熊本市中央区辛島町4番26号 R３．１２．６

代表取締役　髙橋　朗 R５．１２．５

熊本市東区新南部3丁目10番22号 R４．１．２８

代表取締役　藤本　寛二 R６．１．２７

熊本市東区新南部3丁目8番37号 R４．１．２８

代表取締役　梅田　孝博 R６．１．２７

熊本市北区植木町正清308 R４．１．４

代表取締役　谷口　栄晋 R６．１．３

熊本市南区富合町木原1330番地 R４．３．２５

代表取締役　西崎　友紀 R６．３．２４

熊本市西区花園5丁目3番16号 R４．４．２１

代表取締役　星原　啓伸 R６．４．２０

熊本市西区松尾2丁目2番36号 R４．５．２

代表取締役　赤星　秀一 R６．５．１

熊本市東区戸島西5丁目5番57号 R４．８．２５

代表取締役　深水　弘一 R６．８．２４
49 山王　株式会社

48 株式会社　マルエ工業

45 株式会社　谷口産業

46 大共電通ネットワークス株式会社

47 星原電気工事　株式会社

42 株式会社　築

43 有限会社　藤本建設工業

44 有限会社　梅田土建

39 有限会社　田尻匠建設

40 嶋本建設　株式会社

41 株式会社　杉本工務店

36 有限会社　有働建設

37 株式会社　九建

38 九州工建　株式会社

33 佐藤電機　株式会社

34 株式会社　新道組

35 有限会社　大森工業

30 一組　株式会社

31 日栄平井　株式会社

32
社会福祉法人　寿量会

特別養護老人ホーム　天寿園

29 天風建設　株式会社

28 武末建設　株式会社

25 有限会社　村上建設

26 タイヘイテクノス　株式会社

27 不二電気工業　株式会社
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